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（目　　的）
第１条　　この規程は、マイカーを通勤のために使用するときの管理について定め、通勤中の安全を図ることを目的とする。

（定　　義）
第２条　　この規程で用いる「マイカー」の定義は、次のとおりとする。
　　　　　　　従業員が所有または占有し、道路交通法に規定する「運転免許を要する自動車（自動二輪車を含む）」「原動機付自転車」及び「自転車」をいう。

（申請・許可）
第３条①　マイカー通勤を希望する者は次の書類を総務課長へ提出し、許可を受けなければならない。
　　　　　1.　マイカー通勤申請書（兼 駐車場使用申請書）（所定様式）
　　　　　2.　任意保険証書（写し）
　　　　　3.　その他会社が指定する書類
　　　②　許可した者には、許可証を交付する（自転車を除く）。

（許可の基準）
第４条　　マイカー通勤の許可基準は、以下の条件を満たした任意保険に加入していることとする。
　　　　　1.　対人賠償保険　　無制限
　　　　　2.　対物賠償保険　　無制限
　　　　　3.　車両の使用目的が通勤を含むものであること
　　　②　自転車通勤の許可基準は、自転車保険（自転車損害賠償保険等）に加入していることとする。


（遵守事項）
第５条　　マイカー通勤を許可された者は、次の事項を遵守しなければならない。
　　　　　1.　交通法規を遵守し、安全運転を敢行すること
　　　　　2.　飲酒運転をしないこと
3.　体調不良のときは運転しないこと
　　　　　4.　法令に基づいた定期点検を必ず行うこと

（駐車場）
第６条①　マイカー通勤の車両は、会社の指定した場所以外に駐車してはならない。
　　　②　マイカー通勤者は、第３条第２項により交付された許可証を通勤車両の車外から確認できる場所に表示しなければならない（自転車を除く）。

（業務使用の禁止）
第７条　　マイカーを会社の業務に使用することは原則として禁止する。ただし、業務の都合上やむを得ない場合等は特別に認める場合がある。その詳細については「社用車管理規程」に定める。

（変更の通知）
第８条　　マイカー通勤者は次の変更が生じたときは、速やかに会社に通知しなければならない。
　　　　　1.　車両の買い替え等により、通勤に使用する車両を変更したとき
　　　　　2.　任意保険の内容に変更が生じたとき
　　　　　3.　通勤経路を変更したとき
　　　　　4.　免許停止・取消等の行政処分を受けたとき、または免許を返納したとき

（事故の報告）
第９条①　マイカー通勤時に交通事故を起こした場合、または交通違反を犯した場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
　　　②　前項の詳細については、交通事故・違反報告書（様式－１）を作成のうえ、総務課長へ提出しなければならない。

（事故の処理）
第10条① 　マイカー通勤者が通勤中に起こした事故について、会社は一切その責任を負わない。
　　　 ②　駐車場におけるマイカー同士の事故、および駐車中に生じたマイカーの破損や盗難等について、会社に責任があると認められる場合を除き、会社は一切その責任を負わない。
　　　③　駐車場において、会社の車両や施設に損害を与えた場合は、賠償しなければならない。

（求償権）
第11条　 マイカー通勤者がこの規程に違反して事故を起こし、それにより会社が損害を受けた場合、会社は会社が受けた損害の賠償を本人に請求することができる

（許可の取り消し）
第12条　 次の事項に該当する場合は、マイカー通勤を取り消すことがある。
1.　この規程に違反した場合
2.　重大な交通事故を起こした場合
3.　マイカー通勤者として適格でない相当の事由がある場合

（規程の管理）
第13条　　この規程の管理は、総務部長が行う。


付　　則

①　この規程は、２０２１年　７月　１日から施行する。
②　２０２６年　４月　１日　一部改訂
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